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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を被検体に送信すると共に、該被検体によって反射される超音波を受信して超音
波検出信号を出力する複数の超音波トランスデューサを含む超音波探触子と、
　前記超音波探触子から送信する超音波の送信周波数、または前記超音波探触子によって
受信する超音波の受信周波数を、前記超音波探触子から出力される前記超音波検出信号の
振幅を明るさの強弱に変換して表示する場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周
波数に変更し、組織性状の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予
め定めた周波数に変更する変更手段と、
　前記超音波探触子における異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、前記変
更手段によって組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて
、組織性状を診断するための指標を算出する算出手段と、
　を備えた超音波診断装置。
【請求項２】
　前記変更手段は、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子から送信する超音波の送
信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更する請求項
１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記変更手段は、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子によって受信する前記超
音波検出信号の受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数に変
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更する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記算出手段は、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超音波ト
ランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指標とし
て算出する請求項１～３の何れか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記算出手段は、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着目点における音速ま
たは減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出する請求項１～３の何
れか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記算出手段によって算出された前記指標を表示する表示手段を更に備えた請求項１～
５の何れか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　超音波を被検体に送信すると共に、該被検体によって反射される超音波を受信して超音
波検出信号を出力する複数の超音波トランスデューサを含む超音波探触子から送信する超
音波の送信周波数、または前記超音波探触子によって受信する超音波の受信周波数を、前
記超音波探触子から出力される前記超音波検出信号の振幅を明るさの強弱に変換して表示
する場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数に変更し、組織性状の診断を行
う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定めた周波数に変更する変更手段
によって、組織性状を診断する際に、組織性状の診断を行う周波数に変更する変更ステッ
プと、
　前記超音波探触子における異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、組織性
状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、組織性状を診断する
ための指標を算出する算出手段によって算出する算出ステップと、
　を有する超音波診断装置の制御方法。
【請求項８】
　前記変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子から送信する超音波
の送信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更する請
求項７に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項９】
　前記変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子によって受信する前
記超音波検出信号の受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数
に変更する請求項７に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記算出ステップは、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超音
波トランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指標
として算出する請求項７～９の何れか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記算出ステップは、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着目点における音
速または減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出する請求項７～９
の何れか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記算出ステップで算出した前記指標を表示手段に表示する表示ステップを更に有する
請求項７～１１の何れか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１３】
　超音波を被検体に送信すると共に、該被検体によって反射される超音波を受信して超音
波検出信号を出力する複数の超音波トランスデューサを含む超音波探触子から送信する超
音波の送信周波数、または前記超音波探触子によって受信する超音波の受信周波数を、前
記超音波探触子から出力される前記超音波検出信号の振幅を明るさの強弱に変換して表示
する場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数に変更し、組織性状の診断を行
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う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定めた周波数に変更する変更手段
によって、組織性状を診断する際に、組織性状の診断を行う周波数に変更する変更ステッ
プと、
　前記超音波探触子における異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、組織性
状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、組織性状を診断する
ための指標を算出する算出手段によって算出する算出ステップと、
　を有する処理をコンピュータに実行させるための超音波診断プログラム。
【請求項１４】
　前記変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子から送信する超音波
の送信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更する請
求項１３に記載の超音波診断プログラム。
【請求項１５】
　前記変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子によって受信する前
記超音波検出信号の受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数
に変更する請求項１３に記載の超音波診断プログラム。
【請求項１６】
　前記算出ステップは、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超音
波トランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指標
として算出する請求項１３～１５の何れか１項に記載の超音波診断プログラム。
【請求項１７】
　前記算出ステップは、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着目点における音
速または減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出する請求項１３～
１５の何れか１項に記載の超音波診断プログラム。
【請求項１８】
　前記算出ステップで算出した前記指標を表示手段に表示する表示ステップを更に備えた
請求項１３～１７の何れか１項に記載の超音波診断プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置、超音波診断装置の制御方法、超音波診断プログラムに関し
、特に被検体の診断部位に対して超音波を送受信し、受信した超音波の受信信号の関係に
基づいて被検体の組織性状の診断を行う超音波診断装置、超音波診断装置の制御方法、及
び超音波診断プログラムに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波を利用して被検体の診断部位に対して超音波を送受信することにより
超音波画像を撮影して表示する超音波診断装置が知られており、超音波画像に基づいて、
被検体組織の内部構造や構成成分などの性状診断や、組織、病変弁別など、診断に活用す
る様々な試みがなされてきた。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、複数の周波数成分を有する超音波を送受信することによって
得られる検出信号の強度に基づいて第１の画像データを生成するＢモード画像データ生成
部と、検出信号から少なくとも１つの周波数成分を抽出する周波数成分抽出部と、抽出さ
れた少なくとも１つの周波数成分の強度に基づいて第２の画像データを生成する周波数画
像データ生成部と、第１の画像データと第２の画像データとの内の少なくとも一方を選択
する画像選択部とを備えた超音波診断装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、断層像内の一部に解析領域を設定する手段と、解析領域に相当
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する被検体部位に超音波パルスを定量解析用の送信条件に従って送信し且つその送信に伴
って被検体部位から発生するエコー信号を受信する手段と、エコー信号に基づき組織性状
を定量解析する手段とを備える超音波診断装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５-１２５０８１号公報
【特許文献２】特開２００１-２３８８８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、組織の透過率の周波数特性に着目して、
ＳＮ比の高い超音波画像を表示することができるものの、高精度な組織性状の診断を行う
ためには改善の余地がある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の技術では、病変の散乱構造が大きく不均一になることに着目
して、輝度値のレイリー分布からの逸脱度を解析することにより、組織の正常・異常を定
量化して診断するようにしているが、更なる高精度な組織性状の診断を行うためには改善
の余地がある。
【０００８】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、高精度な組織性状の診断を可能とする
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の超音波診断装置は、超音波を被検体に送信すると共
に、該被検体によって反射される超音波を受信して超音波検出信号を出力する複数の超音
波トランスデューサを含む超音波探触子と、前記超音波探触子から送信する超音波の送信
周波数、または前記超音波探触子によって受信する超音波の受信周波数を、前記超音波探
触子から出力される前記超音波検出信号の振幅を明るさの強弱に変換して表示する場合と
、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数に変更し、組織性状の診断を行う場合には
病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定めた周波数に変更する変更手段と、前記超
音波探触子における異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、前記変更手段に
よって組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、組織性
状を診断するための指標を算出する算出手段と、を備えている。
 
【００１０】
　本発明の超音波診断装置によれば、超音波探触子の複数の超音波トランスデューサによ
って、超音波を被検体に送信し、被検体によって反射される超音波を受信する。
【００１１】
　また、変更手段では、超音波探触子から送信する超音波の送信周波数、または受信周波
数を、超音波検出信号の振幅を明るさの強弱に変換して表示する、所謂Ｂモードの場合と
、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数に変更する。なお、変更手段は、組織性状
の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定めた周波数に変更す
る。
 
【００１２】
　そして、算出手段では、異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、変更手段
によって組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、組織
性状を診断するための指標を算出する。これにより、病変化によるミクロな音速・減衰の
構造変化を捉えることができ、組織性状の診断を行うことが可能となる。そして、組織性
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状の診断を行う際に、組織性状の診断に適した周波数に送信周波数または受信周波数を変
更するので、ミクロ構造の不均一さを高精度に計測することが可能となる。
【００１３】
　なお、変更手段は、組織性状を診断する際に、超音波探触子から送信する超音波の送信
周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更するようにし
てもよいし、組織性状を診断する際に、超音波探触子によって受信する超音波検出信号の
受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数に変更するようにし
てもよい。
 
【００１４】
　また、算出手段は、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超音波
トランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指標と
して算出するようにしてもよいし、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着目点
における音速または減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出するよ
うにしてもよい。
【００１５】
　さらに、算出手段によって算出された指標を表示する表示手段を更に備えるようにして
もよい。
【００１６】
　本発明の超音波診断装置の制御方法は、超音波を被検体に送信すると共に、該被検体に
よって反射される超音波を受信して超音波検出信号を出力する複数の超音波トランスデュ
ーサを含む超音波探触子から送信する超音波の送信周波数、または前記超音波探触子によ
って受信する超音波の受信周波数を、前記超音波探触子から出力される前記超音波検出信
号の振幅を明るさの強弱に変換して表示する場合と、組織性状の診断を行う場合とで異な
る周波数に変更し、組織性状の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じ
て予め定めた周波数に変更する変更手段によって、組織性状を診断する際に、組織性状の
診断を行う周波数に変更する変更ステップと、前記超音波探触子における異なる２つ以上
の超音波トランスデューサにおける、組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信
信号の関係に基づいて、組織性状を診断するための指標を算出する算出手段によって算出
する算出ステップと、を有している。
 
【００１７】
　本発明の超音波診断装置の制御方法によれば、変更ステップでは、超音波探触子から送
信する超音波の送信周波数、または受信周波数を、超音波検出信号の振幅を明るさの強弱
に変換して表示する所謂Ｂモードの場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数
に変更し、組織性状の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定
めた周波数に変更する変更手段によって、組織性状を診断する際に、組織性状の診断を行
う周波数に変更する。
 
【００１８】
　そして、算出ステップでは、異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、変更
手段によって組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、
組織性状を診断するための指標を算出手段によって算出する。これにより、病変化による
ミクロな音速・減衰の構造変化を捉えることができ、組織性状の診断を行うことが可能と
なる。そして、組織性状の診断を行う際に、組織性状の診断に適した周波数に送信周波数
または受信周波数を変更するので、ミクロ構造の不均一さを高精度に計測することが可能
となる。
【００１９】
　なお、変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子から送信する超音
波の送信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更する
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ようにしてもよいし、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子によって受信する前記
超音波検出信号の受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数に
変更するようにしてもよい。
 
【００２０】
　また、算出ステップは、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超
音波トランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指
標として算出するようにしてもよいし、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着
目点における音速または減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出す
るようにしてもよい。
【００２１】
　さらに、算出ステップで算出した指標を表示手段に表示する表示ステップを更に有する
ようにしてもよい。
【００２２】
　本発明の超音波診断プログラムは、超音波を被検体に送信すると共に、該被検体によっ
て反射される超音波を受信して超音波検出信号を出力する複数の超音波トランスデューサ
を含む超音波探触子から送信する超音波の送信周波数、または前記超音波探触子によって
受信する超音波の受信周波数を、前記超音波探触子から出力される前記超音波検出信号の
振幅を明るさの強弱に変換して表示する場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周
波数に変更し、組織性状の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予
め定めた周波数に変更する変更手段によって、組織性状を診断する際に、組織性状の診断
を行う周波数に変更する変更ステップと、前記超音波探触子における異なる２つ以上の超
音波トランスデューサにおける、組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号
の関係に基づいて、組織性状を診断するための指標を算出する算出手段によって算出する
算出ステップと、を有する処理をコンピュータに実行させる。
 
【００２３】
　本発明の超音波診断プログラムによれば、変更ステップでは、超音波探触子から送信す
る超音波の送信周波数、または受信周波数を、超音波検出信号の振幅を明るさの強弱に変
換して表示する所謂Ｂモードの場合と、組織性状の診断を行う場合とで異なる周波数に変
更し、組織性状の診断を行う場合には病変のミクロな構造のスケールに応じて予め定めた
周波数に変更する変更手段によって、組織性状を診断する際に、組織性状の診断を行う周
波数に変更する。
 
【００２４】
　そして、算出ステップでは、異なる２つ以上の超音波トランスデューサにおける、変更
手段によって組織性状の診断を行う周波数に変更したときの受信信号の関係に基づいて、
組織性状を診断するための指標を算出手段によって算出する。これにより、病変化による
ミクロな音速・減衰の構造変化を捉えることができ、組織性状の診断を行うことが可能と
なる。そして、組織性状の診断を行う際に、組織性状の診断に適した周波数に送信周波数
または受信周波数を変更するので、ミクロ構造の不均一さを高精度に計測することが可能
となる。
【００２５】
　なお、変更ステップは、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子から送信する超音
波の送信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた送信周波数に変更する
ようにしてもよいし、組織性状を診断する際に、前記超音波探触子によって受信する前記
超音波検出信号の受信周波数を、注目部位の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数に
変更するようにしてもよい。
【００２６】
　また、算出ステップは、予め定めた着目領域における超音波の異なる２つ以上の前記超
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音波トランスデューサの受信信号の関係に基づいて音響特性の不均一性を評価し、前記指
標として算出するようにしてもよいし、予め定めた着目領域内の少なくとも１つ以上の着
目点における音速または減衰を求め、求めた音速または減衰に基づいて前記指標を算出す
るようにしてもよい。
【００２７】
　さらに、算出ステップで算出した指標を表示手段に表示する表示ステップを更に有する
ようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明した如く本発明では、組織性状の診断を行う周波数に変更したときの超音波の
受信信号の関係に基づいて、組織性状を診断するための指標を算出することにより、高精
度な組織性状の診断を可能とすることができる、という優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２】（ａ）～（ｃ）は音速バラツキ・減衰バラツキを計測する処理を模式的に示す説
明図である。
【図３】音源からある素子への経路において２種類の媒質が存在する様子を説明するため
の模式図である。
【図４】混合媒質中において経路長と平均音速の求め方を説明するための図である。
【図５】混合媒質と別媒質が存在する場合に経路長と平均音速の求め方を説明するための
図である。
【図６】別媒質がない場合の、音速バラツキ、減衰バラツキの求め方を示すフローチャー
トである。
【図７】別媒質がある場合の、音速バラツキ、減衰バラツキの求め方を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置の送信周波数を変更可能とした送
信回路の一例を示す図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置の制御部で行われる音速バラツキ
または減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める全体の処理の流れの一例を表すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明の第２実施形態に係わる超音波診断装置の制御部で行われる音速または
減衰のバラツキ指標を求める処理の流れの一例を表すフローチャートである。
【図１１】受信周波数を変更可能とした超音波診断装置の制御部で行われる音速バラツキ
または減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める全体の処理の流れの一例を表すフローチ
ャートである。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は肝硬変における組織性状変化を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係わる超音波診断装置について詳細に説
明する。
【００３１】
（第１実施形態）
【００３２】
　図１は、本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【００３３】
　図１に示すように、本実施形態に係わる超音波診断装置１０は、超音波探触子３００か
ら被検体に超音波ビームを送信して、被検体によって反射された超音波ビーム（超音波エ
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コー）を受信し、超音波エコーの検出信号から超音波画像を作成し表示する。
【００３４】
　制御部は１００は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit)、ＲＯＭ（Read Onl
y Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、及び入出力ポート等を備えたコンピュー
タで構成されており、操作入力部２００からの操作入力に応じて超音波診断装置１０の各
ブロックの制御を行う。
【００３５】
　操作入力部２００は、オペレータからの操作入力を受け付ける入力デバイスであり、操
作卓２０２とポインティングデバイス２０４とを含んでいる。操作卓２０２は、文字情報
（例えば、患者情報）等の入力を行うためのキーボードや、振幅画像（Ｂモード画像）を
単独で表示するモードと局所音速値の判定結果を表示するモードなどの各種表示モードを
切り替えるための表示モード切り替えボタン、ライブモードとフリーズモードとの切り替
えを指示するためのフリーズボタン、シネメモリ再生を指示するためのシネメモリ再生ボ
タンと、超音波画像の解析・計測を指示するための解析・計測ボタン等を含んでいる。ポ
インティングデバイス２０４は、表示部１０４の画面上における領域を指定するためのデ
バイスであり、例えば、トラックボール又はマウス等を適用することができる。なお、ポ
インティングデバイス２０４としては、タッチパネルを適用するようにしてもよい。
【００３６】
　格納部１０２は、制御部００が超音波診断装置１０の各ブロックを制御するための各種
制御プログラムが格納される。格納部１０２は、例えば、ハードディスクや半導体メモリ
を適用することができる。
【００３７】
　表示部１０４は、例えば、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube)ディスプレイや液晶ディスプ
【００３８】
レイ等の各種表示デバイスを適用することができ、超音波画像（動画及び静止画）の表示
や各種設定画面等を表示する。
【００３９】
　超音波探触子３００は、被検体に当接させて用いるプローブであり、１次元又は２次元
のトランスデューサアレイを構成する複数の超音波トランスデューサ３０２を備えている
。超音波トランスデューサ３０２には送受信部４００が接続されている。
【００４０】
　送受信部４００は、送信回路４０２、受信回路４０４、及びＡ／Ｄ変換器４０６を備え
ており、超音波トレランスデューサ３０２は、送受信部４００の送信回路４０２から印加
される駆動信号に基づいて超音波ビームを被検体に送信すると共に、被検体から反射され
る超音波エコーを受信回路４０４が受信して検出信号をＡ／Ｄ変換器４０６によってデジ
タル信号に変換して出力する。
【００４１】
　超音波トランスデューサ３０２は、圧電性を有する材料（圧電体）の両端に電極が形成
されて構成された振動子を含んでいる。このような振動子を構成する圧電体としては、例
えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛：Ｐｂ(lead) zirconate titanate)のような圧電セ
ラミック、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン：polyvinylidene difluoride)のような高分
子圧電素子を用いることができる。上記振動子の電極に電気信号を送って電圧を印加する
と圧電体が伸縮し、この圧電体の伸縮により各振動子において超音波が発生する。例えば
、振動子の電極にパルス状の電気信号を送るとパルス状の超音波が発生し、また振動子の
電極に連続波の電気信号を送ると連続波の超音波が発生する。そして、各振動子において
発生した超音波が合成されて超音波ビームが形成される。また、各振動子により超音波が
受信されると、各振動子の圧電体が伸縮して電気信号を発生する。各振動子において発生
した電気信号は、超音波の検出信号として受信回路４０に出力される。
【００４２】
　なお、本実施形態では、送信周波数が変更可能な超音波探触子３００が用いられる。例
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えば、複合型圧電素子を使用した広帯域幅の周波数特性を持つ超音波トランスデューサを
適用して、１つの超音波トランスデューサで周波数帯域及び中心周波数の異なる複数種類
の超音波を発生させるものを適用するようにしてもよいし、周波数特性が異なる超音波ト
ランスデューサを複数種類備えて、切り替えて使用するものを適用するようにしてもよい
。
【００４３】
　送受信回路４００のＡ／Ｄ変換器４０６から出力されたデジタル信号は、再生部６００
及び画像信号生成部５００に出力される。
【００４４】
　画像信号生成部５００は、信号処理部５０２、ＤＳＣ５０４、画像処理部５０６、画像
メモリ５０８、及びＤ／Ａ変換器５１０を備えている。なお、それぞれの機能の詳細は後
述する。
【００４５】
　次に、ライブモード時における超音波診断処理について説明する。ライブモードは、被
検体に超音波探触子３００を当接させて超音波の送受信を行うことによって得られた超音
波画像（動画）の表示や解析・計測を行うモードである。
【００４６】
　超音波探触子３００が被検体に当接されて、操作入力部２００を操作して操作開始指示
を行うことにより超音波診断が開始されると、制御部１００は、送受信部４００に制御信
号を出力して、超音波ビームの被検体への送信、及び被検体からの超音波エコーの受信を
開始させる。制御部１００は、超音波トランスデューサ３０２毎に超音波ビームの送信方
向と超音波エコーの受信方向とを設定する。
【００４７】
　さらに、制御部１００は、超音波ビームの送信方向に応じて送信遅延パターンを選択す
ると共に、超音波エコーの受信方向に応じて受信遅延パターンを選択する。ここで、送信
遅延パターンとは、複数の超音波トランスデューサ３０２から送信される超音波によって
所望の方向に超音波ビームを形成するために駆動信号に与えられる遅延時間のパターンデ
ータであり、受信遅延パターンとは、複数の超音波トランスデューサ３０２によって受信
される遅延時間のパターンデータである。上記送信遅延パターン及び受信遅延パターンは
予め格納部１０２に格納されている。制御部１００は、格納部１０２に格納されているも
のの中から送信遅延パターン及び受信遅延パターンを選択し、選択した送信遅延パターン
及び受信遅延パターンに従って、送受信部４００に制御信号を出力して超音波の送受信制
御を行う。
【００４８】
　送信回路４０２は、制御部１００からの制御信号に応じて駆動信号を生成して、該駆動
信号を超音波トランスデューサ３０２に印加する。このとき、送信回路４０２は、制御部
１００によって選択された送信遅延パターンに基づいて、各超音波トランスデューサ３０
２に印加する駆動信号を遅延させる。ここで、送信回路４０２は、複数の超音波トランス
デューサ３０２から送信される超音波が超音波ビームを形成するように、各超音波トラン
スデューサ３０２に駆動信号を印加するタイミングを調整する（遅延させる）送信フォー
カスを実行する。なお、複数の超音波トランスデューサ３０２から一度に送信される超音
波が被検体の撮像領域全体に届くように、駆動信号を印加するタイミングを調節するよう
にしもてよい。
【００４９】
　受信回路４０４は、各超音波トランスデューサ３０２から出力される超音波検出信号を
受信して増幅する。上記のように、各超音波トランスデューサ３０２と被検体内の超音波
反射源との間の距離がそれぞれ異なるため、各超音波トランスデューサ３０２に反射波が
到達する時間が異なる。受信回路４０４は遅延回路を備えており、制御部１００によって
選択された受信遅延パターンに基づいて設定される音速（以下、仮定音速という）又は音
速の分布に従って、反射波の到達時刻の差（遅延時間）に相当する分、各検出信号を遅延
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させる。次に、受信回路４０４は、遅延時間を与えた検出信号を整合加算することにより
受信フォーカス処理を行う。超音波反射源ＸＲＯＩと異なる位置に別の超音波反射源があ
る場合には、別の超音波反射源からの超音波検出信号は到達時間が異なるので、上記受信
回路４０４の加算回路で加算することにより、別の超音波反射源からの超音波検出信号の
位相が打ち消し合う。これにより、超音波反射源ＸＲＯＩからの受信信号が最も大きくな
り、フォーカスが合う。上記受信フォーカス処理によって、超音波エコーの焦点が絞り込
まれた音線信号（以下、ＲＦ信号という）が形成される。
【００５０】
　Ａ／Ｄ変換器４０６は、受信回路４０４から出力されるアナログのＲＦ信号をデジタル
ＲＦ信号（以下、ＲＦデータという）に変換する。ここで、ＲＦデータは、受信波（搬送
波）の位相情報を含んでいる。Ａ／Ｄ変換器４０６から出力されるＲＦデータは、信号処
理部５０２とシネメモリ６０２にそれぞれ入力される。
【００５１】
　シネメモリ６０２は、Ａ／Ｄ変換器４０６から入力されるＲＦデータを順次格納する。
また、シネメモリ６０２は、制御部１００から入力されるフレームレートに関する情報（
例えば、超音波の反射位置の深度、走査線の密度、視野幅を示すパラメータ）を上記ＲＦ
データに関連付けて格納する。
【００５２】
　信号処理部５０２は、上記ＲＦデータに対して、ＳＴＣ（Sensitivity Time gain Cont
rol)によって、超音波の反射位置の深度に応じて距離による減衰の補正をした後、包絡線
検波処理を施し、Ｂモード画像データ（超音波エコーの振幅を点の明るさ（輝度）によっ
て表した画像データ）を生成する。
【００５３】
　信号処理部５０２によって生成されたＢモード画像データは、通常のテレビジョン信号
の走査方式と異なる走査方式によって得られたものである。このため、ＤＳＣ（Digital 
Scan Converter)５０４は、Ｂモード画像データを通常の画像データ（例えば、テレビジ
ョン信号の走査方式（ＮＴＳＣ方式）の画像データ）に変換（ラスター変換）する。画像
処理部５０６は、ＤＳＣ５０４から入力される画像データに、各種の必要な画像処理（例
えば、階調処理）を施す。
【００５４】
　画像メモリ５０８は、画像処理部５０６から入力された画像データを格納する。Ｄ／Ａ
変換器５１０は、画像メモリ５０８から読み出された画像データをアナログの画像信号に
変換して表示部１０４に出力する。これにより、超音波探触子３００によって撮影された
超音波画像（動画）が表示部１０４に表示される。
【００５５】
　なお、本実施形態では、受信回路４０４において受信フォーカス処理が施された検出信
号をＲＦ信号としたが、受信フォーカス処理が施されていない検出信号をＲＦ信号として
もよい。この場合、複数の超音波トランスデューサ３０２から出力される複数の超音波検
出信号が、受信回路４０４において増幅され、増幅された検出信号、すなわち、ＲＦ信号
が、Ａ／Ｄ変換器４０６においてＡ／Ｄ変換されることによってＲＦデータが生成される
。そして、上記ＲＦデータは、信号処理部５０２に供給されるとともに、シネメモリ６０
２に格納される。受信フォーカス処理は、信号処理部５０２においてデジタル的に行われ
る。
【００５６】
　次に、シネメモリ再生モードについて説明する。シネメモリ再生モードは、シネメモリ
６０２に格納されているＲＦデータに基づいて超音波診断画像の表示や解析・計測を行う
モードである。
【００５７】
　操作卓２０２のシネメモリ再生ボタンが押下されると、制御部１００は、超音波診断装
置１０の動作モードをシネメモリ再生モードに切り替える。シネメモリ再生モード時には
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、制御部１００は、オペレータからの操作入力により指定されたＲＦデータの再生をシネ
メモリ再生部６０４に指示する。シネメモリ再生部６０４は、制御部１００からの指令に
基づいて、シネメモリ６０２からＲＦデータを読み出して、画像信号生成部５００の信号
処理部５０２に送信する。シネメモリ６０２から送信されたＲＦデータは、信号処理部５
０２、ＤＳＣ５０４及び画像処理部５０６において所定の処理（ライブモード時と同様の
処理）が施されて画像データに変換された後、画像メモリ５０８及びＤ／Ａ変換器５１０
を経て表示部１０４に出力される。これにより、シネメモリ６０２に格納されたＲＦデー
タに基づく超音波画像（動画又は静止画）が表示部１０４に表示される。
【００５８】
　ライブモード又はシネメモリ再生モード時において、超音波画像（動画）が表示されて
いるときに操作卓２０２のフリーズボタンが押下されると、フリーズボタン押下時に表示
されている超音波画像が表示部１０４に静止画表示される。これにより、オペレータは、
着目領域（ＲＯＩ：Region of Interest)の静止画を表示させて観察することができる。
【００５９】
　操作卓２０２の計測ボタンが押下されると、オペレータからの操作入力により指定され
た解析・計測が行われる。データ解析計測部１０６は、各動作モード時に計測ボタンが押
下された場合に、Ａ／Ｄ変換器４０６又はシネメモリ６０２から、画像処理が施される前
のＲＦデータを取得し、当該ＲＦデータを用いてオペレータ指定の解析・計測（例えば、
組織部の歪み解析（硬さ診断）、血流の計測、組織部の動き計測、又はＩＭＴ（内膜中膜
複合体厚：Intima-Media Thickness)値計測）を行う。また、データ解析計測部１０６は
、音速あるいは減衰のバラツキを表す指標を算出する処理を行う。データ解析計測部１０
６による解析・計測結果は、画像信号生成部５００のＤＳＣ５０４に出力される。ＤＳＣ
５０４は、データ解析計測部１０６により解析・計測結果を超音波画像の画像データに挿
入して表示部１０４に出力する。これにより、超音波画像と解析・計測結果とが表示部１
０４に表示される。なお、データ解析計測部１０６は、図１では制御部１００と別の構成
として示すが、以下では、制御部１００の機能の一部であるのものとして説明する。
【００６０】
　また、表示モード切り替えボタンが押下されると、Ｂモード画像を単独で表示するモー
ド、Ｂモード画像に音速・減衰バラツキの判定結果を重畳して表示するモード（例えば、
音速・減衰バラツキに応じて色分け又は輝度を変化させる表示、又は音速・減衰バラツキ
が等しい点を線で結ぶ表示）、Ｂモード画像と音速・減衰バラツキの判定結果の画像を並
べて表示するモードの間で表示モードが切り替わる。これにより、オペレータは、音速・
減衰バラツキの判定結果を観察することで、例えば、病変を発見することができる。
【００６１】
　ところで、蜂屋弘之「生体組織の音響特性と超音波断層画像の特徴」(Medical Imaging
 Technology vol.21 No.2 March 2003)によれば、肝臓が肝硬変になり、肝硬変が進行す
ると壊死した組織同士が結合し、修復するために周辺組織が線維化して結節を形成して、
肝小葉が再生結節に置き換えられる。例えば、図１２に散乱体配置の例を示す。図１２（
ａ）は正常肝を示したものであり、各々の肝小葉構造は、１．０～１．５ｍｍ程度でラン
ダムな大きさを持っているが、図１２（ｂ）に示すように中度の肝硬変になると複数の肝
小葉構造が破壊され、線維組織が生じ、結節径が３～４ｍｍに成長し、さらに病変が進行
し図１２（ｃ）に示すように重度の肝硬変になると、結節径が最大で７ｍｍ程度まで成長
する。そして、結節の内部の音速、減衰及び散乱は正常な肝臓より低く、線維部は逆に正
常な肝臓より高くなるというミクロな音速構造変化があることが報告されている。しかし
、これに対して、赤松興一「音速計測によるtissue characterization」(臨床医　vol.12
 no.11 1986)によれば、正常肝と肝硬変のマクロ音速値に有意な差は無いことが報告され
ている。従って、従来より提案されてきたマクロ的な音速や減衰の計測方法では、上記の
ようなミクロな音速・減衰の構造変化を捉えられない可能性があるという問題がある。
【００６２】
　そこで、本実施形態における超音波診断装置１０は、上記問題を考慮して、着目領域を
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設定し、着目領域の音速バラツキまたは減衰バラツキを計測し、組織性状の診断を行う。
詳しくは後述するが、本実施形態では、送信フォーカスを掛けて擬似的な点反射を形成し
、その各素子受信データから、一定音速で近似した受信時刻からの時刻差を求め、そのバ
ラツキから音速バラツキを計測し、また、一定減衰で近似した振幅のバラツキ、周波数の
バラツキから減衰（散乱、吸収）バラツキを計測するものである。そして計測したバラツ
キを組織性状の診断に役立てようとするものである。
【００６３】
　図２に、音速バラツキ・減衰バラツキを計測する処理を模式的に示す。
【００６４】
　図２（ａ）は、一定音速で近似した受信時刻からのバラツキを求めて音速バラツキを計
測することを表している。また図２（ｂ）は、一定の減衰で近似した振幅のバラツキから
減衰バラツキを計測することを表している。さらに図２（ｃ）は、一定の減衰で近似した
中心周波数のバラツキから減衰バラツキを計測することを表したものである。
【００６５】
　ここで、何れの場合も、送信フォーカスを掛けて擬似的な点反射を形成し、各素子受信
データから、音速バラツキ・減衰バラツキを計測するようにしている。
【００６６】
　すなわち、図２（ａ）に示すように、被検体内の着目領域ＲＯＩの格子点Ｘからの擬似
的な点反射を考える。このとき図２（ａ）に示すように肝硬変が進み結節が形成されてい
ると、超音波の進行方向により音速や減衰にバラツキが生じる。
【００６７】
　図２（ａ）は、各素子において実際に計測された波面（受信時刻）を実線で表し、また
被検体の媒質を音速一定と仮定して近似した波面を破線で表し、各方位位置における音速
バラツキに起因した受信時刻のバラツキを示したものである。
【００６８】
　また図２（ｂ）は、各素子において実際に計測された対数圧縮後の振幅を実線で表し、
被検体の媒質を減衰一定と仮定して近似した対数圧縮後の振幅を破線で表し、各方位位置
における減衰（吸収及び散乱）バラツキに起因した対数圧縮後の振幅のバラツキを示した
ものである。
【００６９】
　さらに、図２（ｃ）は、各素子において実際に計測された中心周波数を実線で表し、被
検体の媒質を減衰一定と仮定して近似した中心周波数を破線で表し、各方位位置における
減衰（吸収及び散乱）バラツキに起因した中心周波数のバラツキを示したものである。
【００７０】
　このように、送信フォーカスを掛けて形成した擬似的な点反射の受信波の受信時刻、振
幅、中心周波数は、一定音速・一定減衰を仮定した受信時刻、振幅、中心周波数からバラ
ツキを有している。これは、異なる音速や減衰を有する媒質の混合割合が各方位位置に対
応する経路で異なるためである。異なる音速や減衰を有する媒質の混合割合が各経路で異
なる場合、擬似的な点反射から各素子の伝播過程において受信信号の時刻・振幅・周波数
のバラツキを生ずると共に、擬似的な点反射を形成する時の周囲干渉によっても生ずる。
具体的には、音速・減衰（散乱を含む）が各経路で異なる事によって送信焦点が一点に集
中しないため周囲散乱の干渉を受けてしまい、その結果として受信信号の時刻・振幅・周
波数のバラツキを生ずる事となる。そして経路による混合割合の変化が大きい程、受信時
刻、振幅及び中心周波数の方位位置バラツキが大きくなる事、また経路による混合割合の
変化の空間周波数が大きい程、受信時刻、振幅及び中心周波数の方位位置バラツキの空間
周波数も大きくなる事が図２から容易に分かる。
【００７１】
　従って、格子点Xからの反射波受信時刻、振幅、中心周波数の一定音速・一定減衰を仮
【００７２】
定した受信時刻、振幅、中心周波数からのバラツキの大きさや空間周波数から、着目領域
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内における、異なる音速及び減衰を有する媒質の混合割合のバラツキの大きさや空間周波
数に関する情報を取得することが可能となる。
【００７３】
　これにより、音速または減衰のバラツキを判定することにより、これを組織性状の診断
に用いることが可能となる。なお、ここでは肝硬変の例を用いて説明したが、本発明は、
肝硬変に限定する事無く適用できることは明らかである。
【００７４】
　以下、音速バラツキ又は減衰バラツキを表す指標（バラツキ指標）を求める処理につい
て説明する。
【００７５】
　まず音速バラツキの求め方について説明する。
【００７６】
　簡単のために、超音波がある音源からある素子に伝播するとき、ある経路において２種
類の媒質が存在するとする。この様子を模式的に図３に示す。
【００７７】
　実際には、媒質１と媒質２が図３に示すように、明確に分かれて存在しているのではな
く、その経路上に複雑に混ざり合って存在している。図３は、媒質１と媒質２をそれぞれ
一方に寄せ集めて、その混合割合がはっきりわかるように表示したものである。
【００７８】
　図３において、Ｌは、音源から素子までの経路の全長（経路長）、ρ１及びρ２は、伝
播経路によらない媒質１及び媒質２の平均的な混合割合、Δρは、経路に依存する上記混
合割合の変化分を表す。
【００７９】
　今、図３に示す経路において、媒質１と媒質２の混合割合が、平均的な混合割合ρ１：
ρ２からΔρだけずれて、（ρ１＋Δρ）：（ρ２－Δρ）となっていたとすると、経路
の全長Ｌのうち、媒質１が存在するのは長さにしてＬ＊（ρ１＋Δρ）、媒質２が存在す
るのは長さにしてＬ＊（ρ２－Δρ）となる。
【００８０】
　媒質１における超音波の音速をｖ１、媒質２における超音波の音速をｖ２とすると、図
３の音源から発した超音波を素子が受信する受信時刻ｔは、次の式で与えられる。
【００８１】
　ｔ＝Ｌ＊（ρ１＋Δρ）／ｖ１＋Ｌ＊（ρ２－Δρ）／ｖ２　　　　　　　　　　　　
　　＝Ｌ＊（１／ｖ１）＊ρ１＋Ｌ＊（１／ｖ２）＊ρ２　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋Ｌ＊Δρ＊（（１／ｖ１）－（１／ｖ２））　　
　このうち、経路に依存しない（経路バラツキを含まない）受信時刻　　　　　　　　　
　Ｌ＊（１／ｖ１）＊ρ１＋Ｌ＊（１／ｖ２）＊ρ２　　　　　　　　　　　　　　　　
　を引けば、経路に依存した受信時刻の変化分が、　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｌ＊Δρ＊（（１／ｖ１）－（１／ｖ２））　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　で与えられることがわかる。
【００８２】
　これを経路の全長（経路長）Ｌで割れば、経路長Ｌに依存しない指標として次の式（１
）が得られる。
【００８３】
　　Δρ＊（（１／ｖ１）－（１／ｖ２））　　・・・・・・（１）
【００８４】
　しかし、経路によって経路長Ｌにおける混合割合の変化分Δρは異なるため、上記式（
１）で表される指標は、経路によって異なる。
【００８５】
　そこで、全ての経路についての式（１）の値の標準偏差をとれば経路にもよらないバラ
ツキ指標を得ることができる。
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【００８６】
　組織の病変化によって混合割合の変化分Δρがより大きくバラつくか、またはｖ１とｖ

２の差がより大きくなるために、上記式（１）によるバラツキ指標は、バラツキの程度を
良好に表す指標となる。
【００８７】
　なお、ここでは２種類の媒質のみで考えたが、２種類以上の媒質がある場合、２種類以
上の指標（１）は、各異なる媒質間の混合割合の変化分Δρ１、Δρ２、・・・の和とな
り、そのバラツキ程度は、やはり病変化の程度を良好に表す指標となる。
【００８８】
　なお、上記の方法において、受信時刻、経路バラツキを含まない受信時刻及び経路長が
未知である。
【００８９】
　このうち、受信時刻（素子の受信時刻）は公知の位相収差解析の手法（例えば、特開平
６－１０５８４１号公報参照）を用いて求めることができる。超音波探触子の各素子の受
信信号に対して、一定の信号を参照信号として、これらの位相差を検出し、隣接する各素
子の位相差検出結果を比較しその差をＤとする。また一方、横軸に超音波探触子の素子番
号をとり、縦軸に各素子の受信信号と参照信号Ｓとの位相差をプロットしたグラフにおい
て、正から負への不連続点（すなわち、上記差Ｄが－１８０°より小のとき）においては
３６０°を加算し、負から正への不連続点（すなわち、上記差Ｄが１８０°より大のとき
）においては３６０°を減算して、不連続曲線を連続曲線とする。これにより広範囲の位
相収差を精度よく検出することができる。
【００９０】
　また、経路バラツキを含まない受信時刻は、経路長Ｌと１/ 平均音速 =（（１／ｖ１）
＊ρ１＋（１／ｖ２）＊ρ２）に分離することができる。
【００９１】
　次に、経路長Ｌと平均音速の求め方を説明する。
【００９２】
　図４に示すように、多種類の異なる音速媒質（混合媒質）からなる対象中に、素子面か
ら距離Ｌの深さに音源を想定する。
【００９３】
　まず図４に示す音源から発せられた超音波の各素子受信信号から、音源までの媒質が均
一と仮定して求められる音速（平均音速）及び深さを求める。
【００９４】
　図４に示すように、音源の直下から距離Ｘの位置の素子における受信時刻Ｔ（Ｘ）は、
以下の式で与えることができる。
【００９５】
Ｔ（Ｘ）＝√（Ｌ２＋Ｘ２）＊（（１／ｖ１）＊ρ１＋（１／ｖ２）＊ρ２＋（１／ｖ３

）　　　　　　　＊ρ３＋・・・）　　　・・・・・・（２）
【００９６】
　ここで、記号√（Ａ）は、Ａの平方根を表し、ρｎ、ｖｎは媒質ｎの混合割合及び音速
を表す。またここでは混合割合の変化分Δρは含まないとする。
【００９７】
　ρｎは、伝播経路によらず一定と見做せるので、上記式（２）から均一仮定の平均音速
及び深さは以下の式（３）のように一意に求められることがわかる。
【００９８】
　１ / 平均音速＝（（１／ｖ１）＊ρ１＋（１／ｖ２）＊ρ２＋（１／ｖ３）＊ρ３＋
・・・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　深さ＝Ｌ　　　　　　　　　　　・・・・・・（３）
【００９９】
　上記式（３）の平均音速は、前述した平均音速であり、また各経路長は、深さＬと素子
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位置Ｘから求めることができる。
【０１００】
　つまり、各素子受信時刻をトータルで見ることによって、平均音速及び各経路長を求め
ることができる。各経路による混合割合の変化分Δρが含まれているとしても、各素子信
号をトータルで見れば影響が少ないと考えられる。
【０１０１】
　平均音速及び深さを求めるために公知の画像解析の手法（例えば、特開２００７－７０
４５号公報参照）を用いることができる。これは、平均音速（及び深さ）を仮定し、音源
の画像のシャープネスやコントラストが最大となる値を求めるという方法である。
【０１０２】
　またこの他に、各素子受信時刻を位相収差解析で求めた後、最小二乗法フィッティング
で平均の受信時刻を求め、それに相当する平均音速（及び深さ）を求めるという方法でも
よい。
【０１０３】
　なお、ここでは簡単のために、音源からの伝播のみを想定したが、実際には送信フォー
カスによって擬似的な点反射を形成するプロセスになる。この場合、上記式（２）に送信
伝播時間を加えるだけでよい。
【０１０４】
　以下、不均一層がある場合のバラツキ指標の求め方について説明する。
【０１０５】
　ここでは、図５に示すように、各素子の前に混合媒質とは異なる別媒質が存在する場合
のバラツキ指標を求める。具体的には、各経路長と受信時刻の変化分を別媒質の影響を除
いて求める。
【０１０６】
　まず、各経路長の求め方としては、図５に示すように、混合媒質と別媒質との境界付近
が下面となるように局所領域を設定し、この局所領域下面上に複数の格子点を設定する。
この領域での平均音速を求めれば、局所領域における音源の深さＬ’が求まり、これより
ここから距離Ｘ’だけ離れた各格子までの各経路長が求まる。
【０１０７】
　ここで、局所領域における平均音速（局所音速）を求めるには、以下のように、特開２
０１０－９９４５２号公報に記載の技術など様々な方法がある。
【０１０８】
　例えば、図５の音源を着目点として、まず着目点と局所領域下面上の各格子における環
境音速を求める。ここで、環境音速値とは、画像のコントラスト、シャープネスが最も高
くなる音速値であり、上述した画像解析手法により求める事ができる。次に着目点の環境
音速値に基づいて着目点を反射点としたときの仮想的な受信波ＷＸの波形を算出する。そ
して、局所領域における仮定音速の初期値を設定し、仮定音速を１ステップ変更し、局所
領域下面上の各格子点における受信波を環境音速から算出し、その受信波を仮定音速によ
って決まる遅延で仮想的に合成した仮想合成受信波ＷＳＵＭを算出する。
【０１０９】
　次に、仮想受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭの誤差を算出する。仮想受信波ＷＸと
仮想合成受信波ＷＳＵＭの誤差は、互いの相互相関をとる方法、仮想受信波ＷＸに仮想合
成受信波ＷＳＵＭから得られる遅延を掛けて位相整合加算する方法、または逆に、仮想合
成受信波ＷＳＵＭに仮想受信波ＷＸから得られる遅延を掛けて位相整合加算する方法等に
よって算出される。
【０１１０】
　ここで、仮想受信波ＷＸから遅延を得るには、着目点を反射点として、着目点における
環境音速値で伝播した超音波が各素子に到着する時刻を遅延とすればよい。また、仮想合
成受信波ＷＳＵＭから遅延を得るには、隣り合う素子間での合成受信波の位相差から等位
相線を抽出し、その等位相線を遅延とするか、または単に各素子の合成受信波の最大（ピ



(16) JP 6008581 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

ーク）位置の位相差を遅延としてもよい。また、各素子からの合成受信波の相互相関ピー
ク位置を遅延としてもよい。位相整合加算時の誤差は、整合加算後の波形のpeak to peak
とする方法、又は包絡線検波した後の振幅の最大値とする方法などによって求められる。
【０１１１】
　次に、全ての仮定音速の値での演算が終了したら、局所領域における局所音速値が判定
される。すなわち、仮想受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭとの差が最小になる仮定音
速の値を局所領域における局所音速値と判定する。
【０１１２】
　また、被検体の音速が不均一で、各格子の受信時刻（受信波）が環境音速で近似しきれ
ない場合でも局所音速を計測可能とする方法として以下のようなものがある。
【０１１３】
　例えば、予め着目領域内の着目点と、局所領域下面上の各格子点における受信時刻（受
信波）を求め、着目領域における仮定音速によって決まる遅延で各格子受信波を重ね合わ
せて合成受信波を合成し、それと着目領域の受信波を比較することによって局所音速を判
定する方法がある。
【０１１４】
　あるいは、予め着目領域内の着目点と、局所領域下面上の各格子点における受信時刻（
受信波）を求めた後、着目領域における仮定音速によって決まる、着目点から各格子点ま
での超音波の伝播時間と、各格子受信時刻との和をとったもののうち、ある素子について
、最小となる和をその素子の合成受信時刻とし、各素子について、着目点受信波の受信時
刻と合成受信時刻とを比較して局所音速を判定するようにしても良い。
【０１１５】
　なお、ここで着目点及び局所領域下面上の各格子点における受信時刻は、上述した画像
解析の手法及び位相収差解析の手法を用いて求めることができる。
【０１１６】
　また局所音速を求める他の方法として、例えば、上と同様に、局所領域下面上の各格子
点の受信時刻（受信波）を画像解析及び位相収差解析の手法によって求めた後、着目領域
における仮定音速によって決まる遅延で各格子受信波を重ね合わせて合成受信波を合成し
、それから生成した遅延に基づいて画像を生成し、その画像を解析し、例えばシャープネ
スが最大となる条件から局所音速を判定するようにしても良い。
【０１１７】
　または、各格子点の受信時刻（受信波）を求めた後、着目領域における仮定音速によっ
て着目点から各格子点までの超音波の伝播時間と、各格子受信時刻との和をとったものの
うち、ある素子について、最小となる和をその素子の遅延とし、その遅延に基づいて画像
を生成し、その画像を解析して、例えばシャープネスが最大となる条件から局所音速を判
定するようにしても良い。
【０１１８】
　またあるいは、上記と同様に、局所領域下面上の各格子点の受信時刻（受信波）を画像
解析及び位相収差解析の手法によって求め、それを遅延として、上記局所領域下面上の各
格子点を仮想素子と見做して各仮想素子の受信信号として、各遅延で整合加算した信号を
設定し、各仮想素子の受信信号から着目領域の仮定音速に基づいて画像生成し、その画像
を解析し、例えばシャープネスが最大となる条件から局所音速を判定するようにしても良
い。
【０１１９】
　なお、上記各格子点および局所領域下面の取りかたは、特に平面に限定されるものでは
なく、着目点より素子側（手前側）の任意の曲面として設定する事ができる。例えば、組
織や病変の境界面上に設定してもよい。
【０１２０】
　次に、各素子受信時刻の変化分の求め方としては、各素子で受信した信号の受信時刻の
内、平均音速によって決まる受信時刻からの変化分を求め、それに低周波カット処理を施
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すことによって、別媒質による変化分を取り除き、各素子位置を局所領域下面上の各格子
位置に変換する。各素子位置から局所領域下面上の各格子位置への変換は、局所領域にお
ける局所音速及び各格子点における環境音速又は各素子受信時刻から、着目点から各格子
を経て各素子に至る超音波伝播経路が求まるため、この伝播経路に沿って各素子位置から
逆方向に伝播する事により可能である。
【０１２１】
　このようにして求めた変化分を、各経路長で割ることによって、上記式（１）で与えら
れる指標を得て、それの標準偏差をバラツキ指標とすることができる。
【０１２２】
　次に、減衰バラツキの求め方について説明する。
【０１２３】
　受信信号の受信時刻の代わりに振幅または中心周波数を利用することによって、音速と
同様の手法によって以下のように減衰バラツキを求めることができる。
【０１２４】
　減衰には、音波が広がることによる拡散減衰、音波が媒質に吸収されて熱に変換される
ことによる吸収減衰、及び生体組織の散乱による散乱減衰の３つがあるが、これのうち、
吸収・散乱減衰は、exp(-αｘ）で与えられる。ここで、αは減衰係数、ｘは伝播距離を
表す。
【０１２５】
　そして、「超音波便覧」（丸善、1999）によれば、生体組織においては、ＭＨｚ帯の周
波数範囲では減衰係数αが近似的に周波数に比例すると仮定することができる。この周波
数に比例する減衰によって、ガウシアンパルスの中心周波数は、伝播距離に比例してシフ
トすることとなる。これを利用して、中心周波数シフトから減衰を求めることができる。
【０１２６】
　次に、減衰のバラツキ指標についても音速の場合と同様に考える。
【０１２７】
　音源からの各経路の対数圧縮後の振幅Ａ（ｘ）及び中心周波数Ｆ（ｘ）は、以下の式（
４）で与えられる。
【０１２８】
　Ａ（ｘ）＝Ａ（０）－Ｌ＊（α１＊ρ１＋α２＊ρ２）－Ｌ＊Δρ＊（α１－α２）　
　Ｆ（ｘ）＝Ｆ（０）－Ｌ＊（β１＊ρ１＋β２＊ρ２）－Ｌ＊Δρ＊（β１－β２）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・（４）
【０１２９】
　ただし、振幅に関しては、拡散、送信フォーカス、非線形特性、指向性などの影響を無
視している。ここで、αは、周波数に依存する項を含む減衰係数、βは、αとパルス波（
ガウシアンパルスを仮定）の帯域によって決まる定数である。
【０１３０】
　上記式（４）のうち、経路バラツキを含まない振幅及び中心周波数は次の式（５）で与
えられる。
【０１３１】
　Ａ（ｘ）＝Ａ（０）－Ｌ＊（α１＊ρ１＋α２＊ρ２）　　　　　　　　　　　　　　
　Ｆ（ｘ）＝Ｆ（０）－Ｌ＊（β１＊ρ１＋β２＊ρ２）　　　・・・・・・（５）
【０１３２】
　上記式（４）から式（５）を引き、求めた振幅の変化分Ｌ＊Δρ＊（α１－α２）また
は中心周波数の変化分Ｌ＊Δρ＊（β１－β２）を経路長Ｌで割れば、次の式（６）が得
られる。
【０１３３】
　Δρ＊（α１－α２）、またはΔρ＊（β１－β２）　　　・・・・・・（６）
【０１３４】
　これにより経路長に依存しない指標が得られる。
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【０１３５】
　なお、ここで経路長Ｌは、例えば上記式（３）によって平均音速から求める。また変化
分を得るために経路によらない振幅または中心周波数が必要であるが、それは各素子受信
信号の振幅または中心周波数に対してフィッティングして求める。またこのとき、式（３
）で求めた音源の深さに基づいて平均αまたはβを仮定してフィッティングしてもよい。
【０１３６】
　また、送信経路も考慮する場合は、式（４）に対して、次式　　　　　　　　　　　　
　　－（送信経路長）＊（α１＊ρ１＋α２＊ρ２）　　　　　　　　　　　　　　　　
　を加えればよいだけである。
【０１３７】
　また一方、不均一層がある場合のバラツキ指標の求め方は、図５の局所領域における各
経路長と、局所領域下面上の各格子の振幅または中心周波数の平均減衰からの上記式（６
）で表される変化分を求めるようにすればよい。各経路長は、局所領域の平均音速を求め
るとともに求めることができる。
【０１３８】
　以上、音速バラツキ及び減衰バラツキの求め方の例を示したが、その求め方には様々な
バリエーションがある。
【０１３９】
　図６及び図７に、バラツキ指標（音速バラツキ、減衰バラツキ）の求め方を各ステップ
に分けてまとめて示す。図６は別媒質がない場合であり、図７は別媒質がある場合を示し
ている。
【０１４０】
　まず、別媒質がない場合のバラツキ指標の求め方について図６のフローチャートを参照
して説明する。
【０１４１】
　ステップＳ１００において各経路長を導出する。これは、着目点（音源）の深さを導出
できれば、着目点と各素子を結ぶ各経路長を導出することができる。
【０１４２】
　着目点の深さの導出方法としては、例えば、受信時刻から求める方法、振幅から求める
方法、及び中心周波数を利用する方法などの方法がある。
【０１４３】
　受信時刻から求める方法としては、例えば、着目点までの平均音速及び深さを、公知の
画像解析手法を用いて求めることができる。具体的には、着目点の画像のシャープネスや
コントラストの特性が最大となる値として求めることができる。
【０１４４】
　また、振幅から求める方法としては、例えば、各素子受信信号の振幅を取得し、それに
上記式（５）に着目点までの平均減衰及び深さを仮定して求まる振幅をフィッティングし
て誤差が最小となる値を採用する方法が考えられる。しかし、振幅は減衰のみでなく、拡
散や送信フォーカス、非線形特性などの影響を受けるため、上記式（５）の適用は困難で
ある。これに対して、例えば特公平３－２４８６８号公報に開示された２周波数の振幅比
を利用する方法を用いて、２周波数の対数圧縮後の振幅の差が減衰係数に比例することか
ら求めることができる。
【０１４５】
　また、中心周波数を利用する方法としては、例えば、各素子受信信号の中心周波数を取
得し、式（５）に対して、着目点までの平均減衰及び深さを仮定して求まる中心周波数を
フィッティングして誤差が最小となる値を採用する方法が考えられる。このとき、送信時
の中心周波数がわかった方が精度高くフィッティングすることができる。
【０１４６】
　次に、ステップＳ１１０において、各素子受信時刻・振幅・中心周波数を導出する。
【０１４７】
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　なお、受信時刻を求める方法としては、前述したように、公知の位相収差解析の手法を
用いて求めることができる。または予め着目点の画像解析によって平均音速とともに求ま
る「経路バラツキを含まない受信時刻」を起点として位相収差解析を行ってもよい。
【０１４８】
　また、振幅を求める方法としては、各素子受信信号に包絡線検波を実施して振幅情報に
変換した後に、上に述べた受信時刻における値を取得する方法がある。ここで「経路バラ
ツキを含まない受信時刻」を基点に所定範囲でのピーク値を取得するようにしてもよい。
【０１４９】
　また、中心周波数を求める方法としては、各素子受信信号から上で述べた受信時刻を基
点とした所定範囲を取得し、周波数変換後に、∫ｆ＊Ｐ（ｆ）ｄｆ／∫Ｐ（ｆ）ｄｆの式
によって重心を求める方法がある。なお、上記式において、ｆは周波数であり、Ｐ（ｆ）
はｆにおけるスペクトル密度である。　また、中心周波数は、スペクトル密度のピークと
なる周波数でもよいし、半値幅の中心でもよい。または、検波処理を実施して得られた位
相の深さ方向の傾きから求めるようにしてもよい。
【０１５０】
　なお、上記において、振幅または中心周波数を求める際に、求められる素子の受信信号
を中心に所定開口で該当する受信時刻の信号を整合加算すればノイズや干渉を減らして求
めることができる。
【０１５１】
　続いて、ステップＳ１２０において、各経路の経路バラツキを含まない受信時刻・振幅
・中心周波数を導出する。
【０１５２】
　なお、受信時刻を求めるには、前述したステップＳ１００で平均音速が求まっていれば
求めることができる。または、ステップＳ１１０で求めた各素子受信信号に誤差が最小と
なる曲線をフィッティングしてもよい。このとき、ステップＳ１００で着目点と各素子を
結ぶ経路長が求まっているため、平均音速を仮定して受信時刻を計算し、誤差が最小とな
る平均音速（受信時刻）を求めてもよい。
【０１５３】
　また、振幅を求めるには、ステップＳ１１０で求めた各素子受信信号の振幅に誤差最小
となる曲線をフィッティングして求める。このとき、ステップＳ１００で着目点と各素子
を結ぶ経路長が求まっているため、式（５）の平均減衰を仮定して振幅計算し、誤差が最
小となる平均減衰（振幅）を求めるようにしてもよい。
【０１５４】
　さらに、中心周波数を求めるには、ステップＳ１００で平均減衰が求まっているならば
、同時に各素子中心周波数は求まっている。またはステップＳ１１０で求めた各素子受信
信号の中心周波数に誤差最小となる曲線をフィッティングしてもよい。このとき、ステッ
プＳ１００で各経路長が求まっているため、平均減衰を仮定して中心周波数を計算し、誤
差が最小となる平均減衰（中心周波数）を求めてもよい。このとき、送信時の中心周波数
がわかっていれば精度良くフィッティングすることができる。
【０１５５】
　次に、ステップＳ１３０において、各経路の受信時刻・振幅・中心周波数の変化分を導
出する。これは、ステップＳ１１０で求めた受信時刻・振幅・中心周波数からステップＳ
１２０で求めた値を引けば求めることができる。
【０１５６】
　次に、ステップＳ１４０において、変化分を経路長で割って指標を導出し、それからバ
ラツキ指標を導出する。ここで、各経路の指標の標準偏差や最大値をバラツキ指標として
よい。
【０１５７】
　続いて、別媒質がある場合の着目領域におけるバラツキ指標の求め方について図７のフ
ローチャートを参照して説明する。
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【０１５８】
　図７のフローチャートは前述した図６のフローチャートと略同じであり、各着目点のバ
ラツキ指標計算方法において、「各経路」が「局所領域における各経路」となり、また「
各素子受信時刻・振幅・中心周波数」が「局所領域下面上における値」となっている点が
異なる。
【０１５９】
　まず、ステップＳ２００において、局所領域における各経路長を導出する（擬似的な点
反射の深さを導出する）。これには、例えば図５に示すように、各着目点（音源）を上面
上、別媒質との境界付近を下面となるように局所領域を設定し、局所領域内の各経路長を
求める。そのためにまず局所領域内の着目点の深さを求める。その方法としては、局所領
域内の平均音速とともに求める方法が好適に用いられる。局所領域内の平均音速（局所音
速）を求める方法は前述したように様々な方法がある。
【０１６０】
　次に、ステップＳ２１０において、各素子受信時刻・振幅・中心周波数の局所領域下面
上における値を導出する。
【０１６１】
　局所領域の局所受信時刻を求める方法としては、まず局所領域下面上の各格子の受信時
刻（または平均音速）を公知の画像解析及び位相収差解析の手法を用いて求め、それを遅
延とする。また、着目点の受信時刻（受信波）を画像解析及び位相収差解析によって求め
る。そして、各格子を仮想素子と見做して各仮想素子の受信信号として、各遅延で着目点
の受信波を整合加算した信号を設定する。そして、各仮想素子の受信信号の位相収差解析
を実施することによって着目点の局所受信時刻を求める。または、各格子を仮想素子と見
做して、各仮想素子の局所受信時刻として着目点の各素子受信時刻から遅延を引いた時刻
のうち最も遅い時刻を採用する。
【０１６２】
　または、局所領域下面上の各格子の受信波を皆同じと見做し、代表する受信波を定め、
着目点の受信波に対して、局所領域下面上各格子を代表する受信波による逆畳込み（デコ
ンボルーション）を施す事によって着目点の局所受信時刻を求める。逆畳込み処理は、各
素子受信信号に対して、またはその周波数空間上で実施する事ができる。
【０１６３】
　または、着目点の受信時刻（受信波）と、局所領域下面上の各格子の受信時刻（受信波
）及び着目点から各格子への伝播時間（局所受信時刻）から求まる着目点の受信時刻（受
信波）との誤差が最小となる様に、局所受信時刻を探索しても良い。最小値探索アルゴリ
ズには種々のものがあるが、例えば準ニュートン法を用いても良い。
【０１６４】
　中心周波数を求める方法としては、予め局所領域の局所受信時刻または平均音速、及び
局所領域下面上の各格子の受信時刻または平均音速を求める。それから、着目点→各格子
→各素子という伝播パスを求める。また、送信時の中心周波数を既知とする。
【０１６５】
　局所領域下面上の各格子→各素子の中心周波数シフト量を以下の手順で求める。
【０１６６】
　まず、各格子の各素子受信信号から中心周波数を求める（このとき、求める素子の受信
信号を中心に所定開口で、該当する受信時刻の信号を整合加算すれば、ノイズや干渉を減
らして求めることができる）。ある格子に関して、以下の式で表される値が片道の中心周
波数シフトである。
【０１６７】
　（中心周波数［真中の素子の受信信号］－中心周波数［送信時］）／２
【０１６８】
　この値を、（中心周波数［各素子の受信信号］－中心周波数［送信時］）から引いた値
が、格子→各素子の伝播パスの減衰による中心周波数シフト量を表している。
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【０１６９】
　送信時の中心周波数が未知だとしても、格子→各素子の全パスで均一減衰を仮定すれば
、減衰係数を求め、シフト量を求められる（しかし送信時の中心周波数既知の方が精度は
良い）。
【０１７０】
　着目点の各素子中心周波数から各格子→各素子の中心周波数シフト量を引き、各格子に
おける中心周波数を求める。
【０１７１】
　一方、振幅を求める方法としては、予め各格子→各素子の減衰を中心周波数シフト量か
ら求めておき、また各格子→各素子の伝播パスを求めておく。各素子の振幅から各格子→
各素子の減衰を補正し、各格子の振幅を求める。
【０１７２】
　次に、ステップＳ２２０において、局所領域の経路バラツキを含まない受信時刻・振幅
・中心周波数を導出する。
【０１７３】
　受信時刻を求める方法としては、ステップＳ２００で求めた局所領域の平均音速と経路
長から求められる。または、ステップＳ２１０で求めた各格子の受信時刻に誤差が最小と
なる曲線をフィッティングして求めてもよい。このとき、ステップＳ２００で着目点と各
格子を結ぶ経路長が求まっているため、平均音速を仮定して受信時刻を計算し、誤差が最
小となる平均音速（受信時刻）を求めてもよい。
【０１７４】
　振幅を求める方法としては、ステップＳ２１０で求めた各格子の振幅に誤差最小となる
曲線をフィッティングして求めることができる。このとき、ステップＳ２００で着目点と
各格子を結ぶ経路長が求まっているため、式（５）の平均減衰を仮定して振幅を計算し、
誤差が最小となる平均音速（振幅）を求めてもよい。
【０１７５】
　中心周波数を求める方法としては、ステップＳ２１０で求めた各格子の中心周波数に誤
差最小となる曲線をフィッティングする。このとき、ステップＳ２００で各経路長が求ま
っているため、平均減衰を仮定して中心周波数を計算し誤差最小となる平均減衰（中心周
波数）を求めてもよい。
【０１７６】
　以下、ステップＳ２３０、Ｓ２４０における処理は、前述した別媒質の無い場合の図６
のステップＳ１３０、Ｓ１４０における処理と同様であるので説明を省略する。
【０１７７】
　なお、別媒質がある場合に設定する局所領域の下面は、必ずしも図５のように境界付近
になくともよいし、平面でなく曲面でも良い。また、局所領域下面上の各格子の受信時刻
・振幅・中心周波数を求めるために、局所領域だけでなく、局所領域下面にも送信焦点を
設定する。
【０１７８】
　また、各素子で受信した信号の受信時刻・振幅・中心周波数に対して、低周波カット処
理を施すことによって別媒質による変化分を取り除き、各格子→各素子の伝播パスに沿っ
て各素子位置を各格子位置に変換することで、各格子の受信時刻・振幅・中心周波数の変
化分を求める方法もある。
【０１７９】
　また、別媒質の補正をすることや経路長で規格化することなどは必ずしも必要なことで
はない。なお、深さと素子の開口の比は一定であることが望ましい。
【０１８０】
　規格化する場合、規格化する量としては経路長の他に深さ、また深さに近い量として、
真中素子（または格子）の受信時刻・周波数シフト量などがある。これらによる規格化は
、着目点（着目領域）の深さ（別媒質がある場合は、別媒質を除いた深さ）を一定にして
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バラツキを評価する場合には必要ではない。
【０１８１】
　また、前述した式（３）などから、音速・減衰は深さと分離したΔρのみに依存した量
であることがわかるので、音速・減衰を指標としてもよい（この場合、深さと開口の比も
関係ないと思われる）。
【０１８２】
　そのバラツキ指標としては以下のようなものがある。すなわち、各音速・減衰の近似曲
線との差分の絶対値・２乗の平均値が最小の所定比となる音速・減衰範囲がある。また、
計測された受信時刻・振幅・中心周波数に接する両側の音速・減衰範囲がある。またその
他、音速の場合、整合加算した画像のフォーカス指標が最大の所定比となる音速範囲や、
開口を小開口に分割し、各小開口で求めた音速・減衰の標準偏差などもある。
【０１８３】
　また、送信経路の超音波伝播時間・振幅変化・中心周波数シフトのバラツキも含めると
平均音速と平均減衰自体が着目点の位置によってバラつくと考えられる。従って、各着目
点の平均音速・平均減衰の着目領域でのバラツキの標準偏差をバラツキ指標としてもよい
。
【０１８４】
　次に、空間周波数に基づくバラツキ指標について説明する。
【０１８５】
　以上説明したバラツキ指標は、受信時刻・振幅・中心周波数のバラツキの大きさに基づ
く指標であるが、バラつく空間周波数も変化すると考えられる。具体的には、図２に示す
受信時刻・振幅及び中心周波数の変化分の方位位置に対する周波数が変化すると考えられ
るため、これに基づくバラツキ指標としてもよい。
【０１８６】
　受信時刻・振幅及び中心周波数の変化分は、別媒質のない場合は図６のフローチャート
で、また別媒質のある場合は図７のフローチャートで得られる。
【０１８７】
　このとき、受信時刻・振幅・中心周波数の変化分の大きさは着目点の深さとともに増す
が、各方位位置に対する変化分の大きさが均一に増す分には、周波数に影響しないため補
正の必要はない。ただし、各経路によって変化分の増し方に微妙に差があるため、変化分
を各経路長で規格化することによって補正してもよい。つまり、図６または図７のフロー
チャートによって得られる変化分または経路長で規格化した変化分のどちらを指標として
用いてもよい。
【０１８８】
　ここで、着目点の深さが一定でなくとも、方位方向に対する変化分の周波数を深さや経
路長などによって補正する必要はない。ただし、一定の開口での評価が望ましい。
【０１８９】
　以上から得られた指標の方位位置に対する周波数分布の中心周波数または帯域またはそ
れらに基づく変数をバラツキ指標として求める。
【０１９０】
　例えば、肝硬変の場合、均一で小さい肝小葉が不均一で大きな結節に置き換えられるこ
とによって、中心周波数が低周波側に移動し、または帯域が広がると考えられるため、本
バラツキ指標によって硬変程度を診断することができると考えられる。
【０１９１】
　中心周波数は、∫ｆ＊Ｐ（ｆ）ｄｆ／∫Ｐ（ｆ）ｄｆによって求められる。ここでｆは
周波数、Ｐ（ｆ）は周波数ｆの振幅を表す。中心周波数として、他に振幅が最大の周波数
としてもよいし、振幅が最大の所定比となる帯域の中心周波数としてもよいし、Ｐ（ｆ）
の積分値が半値となる周波数としてもよい。
【０１９２】
　帯域は、∫（ｆ－ｆ０）２＊Ｐ（ｆ）ｄｆ／∫Ｐ（ｆ）ｄｆ＝∫ｆ２＊Ｐ（ｆ）ｄｆ／



(23) JP 6008581 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

∫Ｐ（ｆ）ｄｆ－ｆ０
２の平方根をとることによって求められる。ここで、ｆ０は中心周

波数を表す。これは分散のままでもよい。また、帯域として他に中心周波数の振幅や最大
振幅の所定比となる帯域としてもよいし、中心周波数や振幅最大の周波数を中心としたＰ
（ｆ）の積分値が全積分値の所定比となる帯域としてもよい。
【０１９３】
　中心周波数と帯域の他に、周波数分布の歪みをバラツキ指標として求めてもよい。これ
は周波数分布の３次モーメント∫（ｆ－ｆ）３＊Ｐ（ｆ）ｄｆ／∫Ｐ（ｆ）ｄｆから求め
られる。
【０１９４】
　以上、バラツキ指標を受信時刻・振幅・中心周波数の変化分や経路長規格化変化分を指
標として求める方法について説明したが、変化分でなく、受信時刻・振幅・中心周波数を
直接指標としてもよい。この場合、周波数分布の極低周波に「経路バラツキを含まない受
信時刻・振幅・中心周波数」の成分が含まれるため、バラツキ指標を算出する時に、極低
周波成分を除けばよい。
【０１９５】
　また、平均音速・平均減衰の着目点位置によるバラツキの空間周波数に基づいてバラツ
キ指標を求めてもよい。この場合、着目領域内の平均音速・平均減衰の２次元周波数分布
を求め、その中心周波数・帯域・歪みから求められる。
【０１９６】
　本実施形態では、上述のようにしてバラツキ指標を求めることができるが、バラツキ指
標は、ミクロ構造のスケールと波長（周波数）との関係によって、構造の不均一さが信号
のバラツキに及ぼす影響が変わると考えられる。例えば、構造と比べて波長が十分長けれ
ば（周波数が十分低ければ）構造の不均一さが信号のバラツキに及ぼす影響は殆ど無く、
逆に波長が構造のスケールと同程度であれば構造の不均一さが多大な影響を及ぼすと考え
られる。具体的には、脂肪肝の場合には、脂肪滴サイズが１００μｍ程度のため周波数７
ＭＨｚ程度で脂肪沈着による不均一さを捉えられると考えられる。
【０１９７】
　そこで、本実施形態では、バラツキ指標を計測して組織性状の診断を行う際には、組織
性状の診断に適した予め定めた送信周波数の超音波を送信する。具体的には、本実施形態
では、Ｂモード用の送信周波数と、組織性状診断用の送信周波数を異なる周波数に変更す
るようになっている。なお、Ｂモード用の送信周波数は、予め定めた周波数とし、組織性
状診断用の送信周波数は、注目部位（注目臓器や病変）の深さ及び大きさに応じて予め定
めた周波数とする。
【０１９８】
　図８は、本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置１０の送信周波数を変更可能と
した送信回路の一例を示す図である。
【０１９９】
　本実施形態では、図８に示すように、送信回路４０２に送信周波数変更部４０１及びタ
イミングコントローラ４０３を有している。
【０２００】
　タイミングコントローラ４０３は、制御部１００の制御によって駆動パルスを発生させ
るための信号を送信周波数変更部４０１へ出力する。
【０２０１】
　送信周波数変更部４０１は、制御部１００の指示に応じた周波数のパルスを発生して超
音波トランスデューサ３０２へ出力することにより、制御部１００の指示に従った周波数
の超音波が超音波トランスデューサ３０２から発生される。なお、送信周波数変更部４０
１による送信周波数の変更方法としては、例えば、特開２００６－２５５０１４号に記載
の技術などを適用することができる。具体的には、複合型圧電素子を使用した広帯域幅の
周波数特性を持つ超音波トランスデューサ３０２を使用し、通過する周波数帯域が異なる
複数種類のバンドパスフィルタを超音波トランスデューサ３０２に接続して、選択的にバ
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ンドパスフィルタを切り替えて駆動パルスを印加することにより、周波数帯域幅及び中心
周波数の異なる超音波を発生することができる。或いは、複数種類の周波数特性のトラン
スデューサ３０２を設けて選択的に使用するようにしてもよい。
【０２０２】
　続いて、上述のように構成された本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置１０の
作用について説明する。
【０２０３】
　図９は、本発明の第１実施形態に係わる超音波診断装置１０の制御部１００で行われる
音速バラツキまたは減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める全体の処理の流れの一例を
表すフローチャートである。
【０２０４】
　まず、ステップＳ３００において、Ｂモード画像を表示する。すなわち、オペレータに
よる操作卓２０２の表示モード切り替えボタンの操作に応じて、Ｂモード画像を表示部１
０４に表示する。なお、Ｂモード画像を表示する際には、Ｂモード用の送信周波数となる
ように送信回路４０２の送信周波数変更部４０１を制御して超音波信号を超音波探触子３
００によって受信する。
【０２０５】
　次にステップＳ３０２において、着目領域を設定する。着目領域の設定は、例えば、オ
ペレータの操作卓２０２やポインティングディバイス２０４の操作に応じた領域を着目領
域として設定する。
【０２０６】
　続いて、ステップＳ３０４において、組織性状診断用送信周波数に設定する。組織性状
診断用の送信周波数は、例えば、Ｂモード画像用とは異なる組織性状を診断するために適
した周波数を予め定めておき、制御部１００が送信周波数変更部４０１を制御することに
より、送信周波数を変更する。
【０２０７】
　次に、ステップＳ３０６において、制御部１００の指示に従って送信回路４０２が超音
波トランスデューサを制御することにより、着目領域内の各ラインに沿って所定数の送信
焦点を設定し、該当する送信フォーカスを実施し、各素子を介して受信回路４０４によっ
て受信する。受信回路４０４によって受信したＲＦ信号はＡ／Ｄ変換器４０６によってデ
ジタルＲＦ信号に変換される。
【０２０８】
　このとき、各着目点に対応する送信フォーカスを選択するために、事前に各送信フォー
カスの有効域を以下のようにして判定するようにしても良い。
【０２０９】
　すなわち、まず送信フォーカスＮｏ（ｎ）を設定し、所定の指定ラインＮｏに対して指
定ライン幅を加算／減算してラインＮｏ（ｍ）とし、焦点Ｎｏ（ｎ）及びラインＮｏ（ｍ
）の各素子受信信号を読み込む。次に設定音速Ｎｏ（ｋ）を設定して、送信フォーカスＮ
ｏ（ｎ）のラインＮｏ（ｍ）の受信信号に設定音速Ｎｏ（ｋ）の受信フォーカスを実施し
、指標または画像を保存しておく。この処理を設定音速Ｎｏを変えて繰り返し行い、所定
の設定音速について処理が終了したら、ラインＮｏを変更し、新たなラインＮｏに対して
また上記のように設定音速Ｎｏ（ｋ）を変えて送信フォーカスを実施する。
【０２１０】
　次に、各設定音速の全ラインの指標または画像から各深さの環境音速（平均音速）を求
め、環境音速の深さ方向の標準偏差を算出し、最小点を実際の焦点深さと判定し、送信フ
ォーカスＮｏ（ｎ）の有効域を求める。そして、送信フォーカスＮｏを変更して、次の送
信フォーカスＮｏに対する有効域を上と同様にして求める。
【０２１１】
　なお、各着目点に対応して送信フォーカスを実施するようにしても良い。
【０２１２】
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　次に、ステップＳ３０８において、データ解析計測部１０６ではＲＦ信号における着目
領域内に、所定数（ｉ０）の着目点を設定する。着目点は一つ、すなわち所定数ｉ０は１
でもよい。そして、以下の処理を行うことにより、ｉ０個の各着目点に対して、その着目
点における音速バラツキまたは減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める。
【０２１３】
　まず、ステップＳ３１０において、データ解析計測部１０６ではＲＦ信号における着目
領域内の所定数（ｉ０）の着目点のうち、着目点の番号を示すｉを１（ｉ＝１）とする。
【０２１４】
　そして、ステップＳ３１２において、ｉ番目の着目点に対応する送信フォーカスの各素
子受信データを選択し、該当データからｉ番目の着目点の音速バラツキまたは減衰バラツ
キを表すバラツキ指標を算出する。なお、バラツキ指標の求め方としては、別媒質の無い
場合には、上述した図６のフローチャートに示す方法によって求められる。別媒質のある
場合には、上述した図７のフローチャートに示す方法によって求められる。この時、着目
領域とは別に、局所領域を設定し、また局所領域下面上の各格子点に対応する送信フォー
カスの各素子受信データも使用する。
【０２１５】
　次に、ステップＳ３１４において、データ解析計測部１０６では、着目点の番号ｉを１
インクリメントして（ｉに１を加え）、次のステップＳ３１６で、ｉが設定された着目点
の個数（所定数ｉ０）を超えたか否か判断する。その結果まだｉがｉ０を超えていない場
合には、ステップＳ３１２に戻り、上記着目点ｉの音速バラツキまたは減衰バラツキを表
すバラツキ指標を求める処理を繰り返す。一方、ｉがｉ０を超えたと判断された場合には
、次のステップＳ３１８に移行する。
【０２１６】
　ステップＳ３１８では、データ解析計測部１０６が各着目点ｉのバラツキ指標の総和を
とり、それを着目領域におけるバラツキ指標として表示部１０４に表示する。
【０２１７】
　なお、本実施形態では、着目領域のバラツキ指標を各着目点のバラツキ指標の総和とし
ているが、総和の代わりに、各着目点の指標を全て揃えた後に、その標準偏差をとって着
目領域のバラツキ指標とするようにしてもよい。
【０２１８】
　続いて、ステップＳ３２０では、Ｂモード用送信周波数に戻す。すなわち、制御部１０
０が送信周波数変更部４０１を制御することにより、送信周波数を予め定めたＢモード用
の送信周波数に変更して一連の組織性状診断するためのバラツキ指標を求める処理を終了
する。
【０２１９】
　以上、受信時刻・振幅・中心周波数の変化に基く種々の音速・減衰バラツキ指標、また
平均音速・平均減衰の着目点位置による変化に基く種々のバラツキ指標を説明したが、本
発明は以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において他の種々のバラ
ツキ指標を用いてもよいのはもちろんである。例えば、着目領域における各着目点の受信
時刻・振幅・中心周波数に基く指標を全て揃えた後にそのヒストグラム形状特徴量として
歪度や尖度などをバラツキ指標としても良いし、各着目点について指標を平均化した後に
、その着目領域における分布の標準偏差やヒストグラム形状特徴量、または同時生起行列
などによるテクスチャ特徴量、例えば一様性、コントラスト、相関、エントロピーなどを
バラツキ指標としても良い。
【０２２０】
　また、平均音速・平均減衰の着目領域における分布からも同様にヒストグラム特徴量や
テクスチャ特徴量などをバラツキ指標とする事ができる。また、これらの特徴量を単独で
バラツキ指標とするのではなく複数の特徴量から、例えば重回帰式を用いてバラツキ指標
を求めても良い。
【０２２１】
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　このようにして音速あるいは減衰のバラツキを表す指標（バラツキ指標）を算出するこ
とにより、これを用いて組織性状の診断を行うことが可能となる。
【０２２２】
　例えば、具体的な病変とこれに対する音速あるいは減衰のバラツキのデータを大量に蓄
積し、これに基づいてバラツキ指標の値と組織性状の状態との対応を統計的に求め、組織
性状の診断を行うためのバラツキ指標の閾値を予め設定しておく。そして、実際の診断に
おいては、上で述べたような方法でバラツキ指標を求め、これを予め設定された閾値と比
較することにより、組織性状の診断を行う。これにより、組織性状の診断が容易となる。
【０２２３】
　さらに、組織性状の診断を行う際に、組織性状の診断に適した周波数に変更して行うの
で、ミクロ構造の不均一さを高精度に計測することが可能となる。例えば、脂肪肝の場合
には、上述したように脂肪滴サイズが１００μｍ程度であるため、送信周波数を７ＭＨｚ
程度に変更することにより、脂肪沈着による不均一さを周波数を変更しない場合に比べて
高精度に捉えることができる。
【０２２４】
（第２実施形態）
【０２２５】
　第１実施形態では、各素子信号の時間や、振幅、周波数等のバラツキに基づいて組織の
ミクロな音速・減衰不均一を計測するようにしたが、第２実施形態では、各素子信号に基
づいて音速または減衰を求め、その空間的な変化に基づいて組織のミクロな音速・減衰不
均一を計測するようにしたものであり、構成は第１実施形態の超音波診断装置１０と同一
であり、制御部１００で行われる処理が相違するので、相違する処理について以下では説
明する。
【０２２６】
　図１０は、本発明の第２実施形態に係わる超音波診断装置の制御部で行われる音速また
は減衰のバラツキ指標を求める処理の流れの一例を表すフローチャートである。なお、図
１０では、第１実施形態と同一処理については同一符号を付して簡単に説明する。
【０２２７】
　まず、ステップＳ３００において、Ｂモード画像を表示し、次にステップＳ３０２にお
いて、着目領域を設定する。なお、Ｂモード画像を表示する際には、Ｂモード用の送信周
波数となるように送信回路４０２の送信周波数変更部４０１を制御して超音波信号を超音
波探触子３００によって受信する。
【０２２８】
　続いて、ステップＳ３０４において、組織性状診断用送信周波数に設定する。組織性状
診断用の送信周波数は、上述したように、例えば、Ｂモード画像用とは異なる組織性状を
診断するために適した周波数を予め定めておき、制御部１００が送信周波数変更部４０１
を制御することにより、送信周波数を変更する。
【０２２９】
　次に、ステップＳ３０６において、制御部１００の指示に従って送信回路４０２が超音
波トランスデューサを制御することにより、着目領域内の各ラインに沿って所定数の送信
焦点を設定し、該当する送信フォーカスを実施し、各素子を介して受信回路４０４によっ
て受信する。受信回路４０４によって受信したＲＦ信号はＡ／Ｄ変換器４０６によってデ
ジタルＲＦ信号に変換される。
【０２３０】
　続いて、ステップＳ３０８において、データ解析計測部１０６ではＲＦ信号における着
目領域内に、所定数（ｉ０）の着目点を設定する。着目点は一つ、すなわち所定数ｉ０は
１でもよい。そして、以下の処理を行うことにより、ｉ０個の各着目点に対して、その着
目点における音速バラツキまたは減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める。
【０２３１】
　まず、ステップＳ３１０において、データ解析計測部１０６ではＲＦ信号における着目
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領域内の所定数（ｉ０）の着目点のうち、着目点の番号を示すｉを１（ｉ＝１）とする。
【０２３２】
　そして、ステップＳ３１１において、ｉ番目の着目点に対応する送信フォーカスの各素
子受信データを選択し、該データからｉ番目の着目点の音速または減衰を求める。なお、
音速または減衰の求め方は、特に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するよう
な公知の方法で求めることができる。
【０２３３】
　例えば、着目点の音速として環境音速（平均音速）を用いた場合の音速の求め方として
、音速を着目領域の画像のシャープネスやコントラストなどの特性が最大となるような値
として求める画像解析の手法（例えば、特開２００７－７０４５号公報等参照）が知られ
ている。
【０２３４】
　ここで、遅延時間設定のために想定される音速を設定音速と言い、超音波強度の方位方
向に関する強度分布をビームプロファイルと言う。そして、受信回路で整相加算したエコ
ー信号から設定音速が相違する複数のビームプロファイルを生成し、生成した複数のビー
ムプロファイルを同一画面に重ねて表示し、設定音速が相違する複数のビームプロファイ
ルの中の最小ビーム幅に対応するビームプロファイルの設定音速を生体音速として推定す
る。
【０２３５】
　あるいは、設定音速によるビーム幅の変化を表すグラフを生成して、その変化を高次曲
線で近似した近似曲線の極小値を抽出し、その極小値に対応する設定音速を環境音速とし
て推定するようにしても良い。
【０２３６】
　または、着目点の音速とは着目点の局所音速でも良い。この局所音速を求める方法にも
様々なものがある。一例としては、第１実施形態のバラツキ指標の求め方で説明した局所
領域における平均音速（局所音速）の求め方（例えば、特開２０１０－９９４５２号公報
等の技術）を用いることができる。
【０２３７】
　また、着目点の減衰の求め方としては、例えば、次のように、整合加算前の各素子受信
信号を用いて減衰を求める方法が考えられる。
【０２３８】
　例えば、送信フォーカスを掛けて擬似的な点反射を形成し、その各素子受信データを用
いて、真中素子又は真中素子を含む開口で整合加算した後の受信信号の中心周波数の深さ
方向の変化から単位伝播時間当たりの減衰係数の分布を求めることができる。あるいは、
各素子受信信号の中心周波数は、送信波の中心周波数が、上記擬似的な点反射の深さと各
素子位置によって決まる伝播距離での減衰によって決まる量だけ、低周波側にシフトした
値である事から、各素子受信信号の中心周波数から送信波の中心周波数、点反射の深さ及
び減衰係数の３未知数、または、上記擬似的な点反射の音速を求める際に、同時に深さも
求まり、また送信波の中心周波数も既知として、減衰係数を求めるようにしてもよい。
【０２３９】
　上記減衰係数の分布を求めるには、まず着目領域を設定し、その着目領域内の各ライン
に沿って所定数の送信焦点を設定し、該当する送信フォーカスを実施して、各素子で受信
する。次に、着目領域内において方位位置及び深さ位置に関して所定数の着目点を設定し
、各着目点に対する送信フォーカスの各素子受信信号を選択し、その内から、真中素子の
着目点の深さに相当する信号の中心周波数を求め、これを深さ位置方向に関して繰り返し
行い、その各着目点の中心周波数を深さ方向に差分をとり、その結果を減衰係数として格
納し、これを各方位位置に関して繰り返し行うことによって単位伝播時間当たりの減衰係
数の分布が求められる。または、各着目点に対する送信フォーカスの各素子受信信号を選
択し、送信波の中心周波数、着目点の深さ及び減衰係数の内、未知数を振って各素子受信
信号の中心周波数に最も良く整合する減衰係数を着目点における減衰係数として格納し、
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これを各方位位置に関して繰り返し行うことによって減衰係数の分布を求める事ができる
。
【０２４０】
　また、上記各素子受信信号の中心周波数から局所的な減衰係数を求めるには、まず着目
領域を設定し、その着目領域内の各ラインに沿って所定数の送信焦点を設定し、該当する
送信フォーカスを実施して、各素子で受信する。次に、着目領域内において方位位置及び
深さ位置に関して所定数の着目点を設定し、着目点を上面の中心に設置した局所領域を設
定し、また局所領域下面に複数の格子点を設定し着目点から各格子を経由して各素子に至
る伝播経路を求める。ここで各伝播経路は局所領域の局所音速を求める際に求める事がで
きる。次に、着目点に対応する送信フォーカスの各素子受信信号の中心周波数を各格子か
ら各素子への経路に沿って逆シフトすることによって、局所領域下面の各格子点における
中心周波数を求める。ここで各格子から各素子への経路に沿うシフト量は、別途各格子に
該当する送信フォーカスを実施して得られた各素子受信信号から求める事ができる。一方
、既に局所領域における着目点直下の格子⇒着目点⇒各格子の伝播経路長が局所音速を求
める際に求まっている事から、局所領域内での減衰係数が一定であると仮定すると、着目
点直下の格子における中心周波数と減衰係数から、伝播した後の各格子点における中心周
波数を求める事ができる。そして着目点直下の格子における中心周波数は、別途、着目点
直下の格子に該当する送信フォーカスを実施して得られた各素子受信信号から求める事が
できる。従って、減衰係数を仮定して求めた各格子点における中心周波数と、着目点の各
素子受信信号の中心周波数逆シフトにより求めた各格子点における中心周波数との誤差を
求め、この誤差が最小となる減衰係数を真値として求める事ができる。着目点直下の格子
における中心周波数が未知の場合でも、着目点直下の格子における中心周波数と減衰係数
の2未知数を振って得られる各格子点における中心周波数と、中心周波数逆シフトにより
求めた各格子点における中心周波数とが最も良く整合する場合の減衰係数を採用すれば良
い。
【０２４１】
　以上のようにして、着目点ｉに対応する各素子受信データ、及び局所領域を設定する場
合には、その下面上に設定する各格子点に対応する各素子受信データを用いて着目点ｉの
音速あるいは減衰を求める。なお、局所領域下面及び各格子点の設定の仕方は、特に限定
されるものではなく着目点の下側に任意の曲面上に設定することができる。例えば、組織
や病変の境界上に設定してもよい。
【０２４２】
　次に、ステップＳ３１４において、データ解析計測部１０６では、着目点の番号ｉを１
インクリメントして（ｉに１を加え）、次のステップＳ３１６で、ｉが設定された着目点
の個数（所定数ｉ０）を超えたか否か判断する。その結果まだｉがｉ０を超えていない場
合には、ステップＳ３１２に戻り、上記着目点ｉの音速バラツキまたは減衰バラツキを表
すバラツキ指標を求める処理を繰り返す。一方、ｉがｉ０を超えたと判断された場合には
、次のステップＳ３１７に移行する。
【０２４３】
　ステップＳ３１７では、データ解析計測部１０６が各着目点ｉの音速または減衰の着目
領域における変化からバラツキ指標を求めて表示部１０４に表示して、続いて、ステップ
Ｓ３２０では、Ｂモード用送信周波数に戻す。すなわち、制御部１００が送信周波数変更
部４０１を制御することにより、送信周波数を予め定めたＢモード用の送信周波数に変更
して一連の組織性状診断するためのバラツキ指標を求める処理を終了する。
【０２４４】
　なお、バラツキ指標としては、着目領域内の音速あるいは減衰のバラツキの大きさに基
づく指標、例えば標準偏差を用いることができる。または、各着目点の音速または減衰の
着目領域における変化の空間周波数に基づく指標、例えば音速・減衰の２次元周波数分布
を求め、その中心周波数・帯域・歪みから求めてもよい。
【０２４５】
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　或いは、その他、バラツキ指標として不均一性を評価可能な種々の指標が考えられる。
例えば、着目領域における音速・減衰分布またはその空間周波数分布のヒストグラム形状
特徴量として歪度や尖度などをバラツキ指標としても良いし、同時生起行列などによるテ
クスチャ特徴量、例えば一様性、コントラスト、相関、エントロピーなどをバラツキ指標
としても良い。また、これらの特徴量を単独でバラツキ指標とするのではなく複数の特徴
量から、例えば重回帰式を用いてバラツキ指標を求めても良い。
【０２４６】
　このようにして音速あるいは減衰のバラツキを表す指標（バラツキ指標）を算出するこ
とにより、これを用いて組織性状の診断を行うことが可能となる。
【０２４７】
　さらに、組織性状の診断を行う際に、第１実施形態と同様に、組織性状の診断に適した
周波数に変更して行うので、ミクロ構造の不均一さを高精度に計測することが可能となる
。
【０２４８】
　なお、上記の第１実施形態及び第２実施形態では、Ｂモードと組織性状診断とで異なる
送信周波数とするようにしたが、これに限るものではなく、受信周波数を変更するように
してもよい。例えば、以下に第１実施形態に対して受信周波数を変更する場合の例を説明
する。なお、以下では、第１実施形態に対して受信周波数を変更する場合について説明す
るが、第２実施形態に対して受信周波数を変更するようにしてもよい。
【０２４９】
　受信周波数の変更方法としては、広帯域周波数の超音波トランスデューサ３０２によっ
て広帯域周波数の超音波を送信して、受信回路４０４に受信周波数変更部を設けて受信周
波数変更部によって受信周波数を変更する。受信周波数変更部は、例えば、バンドパスフ
ィルタ等のフィルタを用いることにより、受信周波数を変更することができる。すなわち
、受信回路４０４に受信周波数変更部として複数種類のバンドパスフィルタ（例えば、Ｂ
モード用の予め定めた周波数を通過するバンドパスフィルタや、注目部位（注目臓器や病
変）の深さ及び大きさに応じて予め定めた周波数を通過するバンドパスフィルタ等）を設
けて、制御部１００の制御によって使用するバンドパスフィルタを変更することにより、
広帯域周波数の超音波信号から所望の周波数の信号を得ることができる。
【０２５０】
　図１１は、受信周波数を変更可能とした超音波診断装置の制御部１００で行われる音速
バラツキまたは減衰バラツキを表すバラツキ指標を求める全体の処理の流れの一例を表す
フローチャートである。なお、図１１では、第１実施形態と同一処理については同一符号
を付して簡単に説明する。
【０２５１】
　すなわち、まず、ステップＳ３００において、Ｂモード画像を表示し、次にステップＳ
３０２において、着目領域を設定する。なお、Ｂモード画像を表示する際には、Ｂモード
用の受信周波数となるように受信回路４０４を制御して超音波信号を超音波探触子３００
によって受信する。
【０２５２】
　次に、ステップＳ３０６において、制御部１００の指示に従って送信回路４０２が超音
波トランスデューサを制御することにより、着目領域内の各ラインに沿って所定数の送信
焦点を設定し、該当する送信フォーカスを実施し、各素子を介して受信回路４０４によっ
て受信する。
【０２５３】
　続いて、ステップＳ３０７において、各素子受信信号にバンドパスフィルタを掛ける。
すなわち、制御部１００が受信回路４０４を制御して、組織性状診断用の周波数の受信信
号とするためにバンドパスフィルタを選択して、受信信号を組織性状診断用の周波数にす
る。そして、受信回路４０４によって受信したＲＦ信号はＡ／Ｄ変換器４０６によってデ
ジタルＲＦ信号に変換される。
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　次に、ステップＳ３０８において、データ解析計測部１０６ではＲＦ信号における着目
領域内に、所定数（ｉ０）の着目点を設定して、ステップＳ３１０において、データ解析
計測部１０６がＲＦ信号における着目領域内の所定数（ｉ０）の着目点のうち、着目点の
番号を示すｉを１（ｉ＝１）とする。
【０２５５】
　そして、ステップＳ３１２において、ｉ番目の着目点に対応する送信フォーカスの各素
子受信データを選択し、該当データからｉ番目の着目点の音速バラツキまたは減衰バラツ
キを表すバラツキ指標を算出する。
【０２５６】
　次に、ステップＳ３１４において、データ解析計測部１０６では、着目点の番号ｉを１
インクリメントして（ｉに１を加え）、次のステップＳ３１６で、ｉが設定された着目点
の個数（所定数ｉ０）を超えたか否か判断する。その結果まだｉがｉ０を超えていない場
合には、ステップＳ３１２に戻り、上記着目点ｉの音速バラツキまたは減衰バラツキを表
すバラツキ指標を求める処理を繰り返す。一方、ｉがｉ０を超えたと判断された場合には
、次のステップＳ３１８に移行する。
【０２５７】
　そして、ステップＳ３１８では、データ解析計測部１０６が各着目点ｉのバラツキ指標
の総和をとり、それを着目領域におけるバラツキ指標として表示部１０４に表示して、一
連の組織性状診断するためのバラツキ指標を求める処理を終了する。
【０２５８】
　このように受信周波数を変更するようにしても第１実施形態と同様に、ミクロ構造の不
均一さを高精度に計測することが可能となる。
【０２５９】
　以上、本発明に係る超音波診断装置及び超音波診断装置の制御方法について詳細に説明
したが、本発明は、以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、
各種の改良や変形を行ってもよいのはもちろんである。
【０２６０】
　なお、上記の実施の形態における制御部１００が行う処理は、プログラムとして各種記
憶媒体に記憶して流通するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０２６１】
　　　　１０　　超音波診断装置
　　　　１００　　制御部
　　　　１０６　　データ解析計測部
　　　　３００　　超音波探触子
　　　　３０２　　超音波トランスデューサ
　　　　４００　　送受信部
　　　　４０１　　送信周波数変更部
　　　　４０２　　送信回路
　　　　４０４　　受信回路
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